
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  固定資産税の損金算入時期 

Ｑ：固定資産税は支払った日の損金になる

のですか、それとも支払うことが決定された

日の損金になるのですか？教えてください。 

 

Ａ：固定資産税の処理方法については３つ

の方法が認められています。 

【解説】 

固定資産税は、毎年４月頃に納税通知書が

発せられ、これを４，７，12，翌年２月に納

付します。 

固定資産税のような賦課課税方式をとって

いる租税公課の損金算入時期は次のように３

通りの処理方法が認められています。 

①  賦課決定が行われた日の事業年度の損金

とする処理 

②  実際に納付した日の事業年度の損金とす

る処理 

③  納期の開始の日(納期が分割して定められ

ているものは、それぞれの納期の開始の

日)の事業年度の損金とする処理 

したがって、実際に支払った日でも、支払

うことが決定された日でも損金処理すること

はできます。 

また、たとえば、９月決算法人のように、

すでに納税通知書が発送された後に決算を迎

えるような会社については、未納である12月

分と翌年２月分を未払金に計上すれば、その

事業年度の損金とすることができます。 

しかし、３月決算法人が、納税通知書が発

せられる前に、その年の１月から３月までの

分を見積り計上している金額については、損

金に算入できませんので注意してください。 
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